
陸上自衛隊達第９５―３号 

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）第２９条に基

づき、自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達を次のように定め

る。 

昭和４５年８月３１日 

陸上幕僚長 陸将 衣笠 駿雄  
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 平成18年７月26日達第95―３―10号 平成19年１月９日達第122―215号 
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 平成20年７月23日達第122―228号 平成21年２月３日達第122―230号 

 平成23年３月29日達第95―3―13号 
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令和３年３月30日達第95―3―16号 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この達は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和 45年防衛庁訓令第１

号。以下「訓令」という。）に基づき自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安

検査について必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この達において用いる用語の意義は訓令に定めるもののほか、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

(１) 担当補給処（長） 

陸上自衛隊の各補給処（長）をいう。 
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(２) 野整備部隊 

器材等の車両部分及びトレーラ部分の野整備担当部隊をいう。 

(３) 新規調達（自動車） 

防衛装備庁において新たに自動車を調達することをいう。 

（４） 危険物 

    消防法（昭和２３年法律第１８６号）別表第１の品名欄に掲げる物品で、同表 

に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。  

第２章 自動車番号、塗色、標識及び打刻 

（自動車番号の付与等の事務の担当） 

第３条 訓令第４条第２項に規定する自動車番号の付与、改廃及び記録に関する事務は、

補給統制本部長が行うものとする。 

（自動車番号の付与） 

第４条 補給統制本部長は、陸上自衛隊の自動車にあっては、自動車番号付与区分表（別

紙第２）により自動車番号の付与を行うものとし、海上自衛隊、航空自衛隊及び防衛

装備庁の自動車にあっては、それぞれ海上幕僚長、航空幕僚長及び防衛装備庁長官又

はその指定する者から送付された自動車番号付与指示（要求）書（別紙第１）に基づ

き、自動車番号付与区分表（別紙第２）により自動車番号を付与するものとする。こ

の場合、自動車番号付与台帳（別紙第３）に記録するものとする。 

（自動車記録簿等の作成及び送付） 

第５条 補給統制本部長は、前条の規定により自動車番号を付与したときは、自動車記

録簿（以下「記録簿」という。）（別紙第４）及び自動車検査証（以下「検査証」と

いう。）（別紙第５）を作成し、当該方面区の区域に所在する陸上自衛隊、海上自衛

隊、航空自衛隊及び防衛装備庁（以下「各自衛隊等」という。）の自動車について、

各担当補給処長に送付するものとする。この場合において、新規調達自動車の記録簿

の有効期間の記入は、防衛装備庁長官からの通知に基づき行うものとする。 

２ 新規調達自動車の検査証の有効期間（開始の日を初度交付日とする。）の記入及び

当該検査証の使用部隊等の長への送付は、訓令第 17条に規定する検査官が行うもの

とする。 

３ 補給統制本部長は、新規調達以外に各自衛隊等が取得した自動車及び各自衛隊等以

外の国の機関から管理換された自動車のうち、次表の右欄に掲げる自動車については、

第１項の規定によるほか、自動車番号標（以下「番号標」という。）取得のため当該

自動車に付与した自動車番号を同表左欄に掲げる者に通知するものとする。 



 

海上幕僚長の指定する者 海上自衛隊の自動車 

航空幕僚長の指定する者 航空自衛隊の自動車 

防衛装備庁長官の指定する者 防衛装備庁の自動車 

４ 担当補給処長は、補給統制本部長から送付された記録簿を保管するとともに、検査

証を使用部隊等の長に送付するものとする。 

（自動車の管理換に伴う記録簿の送付） 

第６条 使用部隊等の長は、担当補給処を異にして自動車の管理換を命ぜられたときは、

自動車検査証番号変更指示（要求）通知書（別紙第６）を担当補給処長に送付するも

のとする。 

２ 担当補給処長は、前項の規定に基づき、保管中の記録簿を管理換先の担当補給処長

に送付するものとする。 

（陸上自衛隊における番号標の交付及び返納） 

第７条 番号標の交付（新規調達自動車に係るものを除く。）は、担当補給処長が行う

ものとする。 

２ 使用部隊等の長は、番号標が亡失又はき損等により識別困難となったときは、自動

車番号標再交付要求書（別紙第７）を担当補給処長に送付するものとする。 

３ 使用部隊等の長は、訓令第８条の規定による番号標を返納する場合、又は前項の規

定により番号標の再交付を受け、旧番号標を返納する場合は、担当補給処長に返納す

るものとする。 

（自動車番号の変更） 

第８条 補給統制本部長は、次の各号に掲げる場合は、各幕僚長等から送付された自動

車番号変更指示（要求）書（別紙第６）に基づき自動車番号の変更を行うものとする。 

(１) 自動車の物品管理区分の区分換があった場合 

(２) 自動車の改造に伴い番号を変更する必要がある場合 

(３) 自動車を各自衛隊等間において管理換（返還すべき条件を付した管理換を除

く。）された場合 

２ 補給統制本部長は、前項の規定により自動車番号の変更を行ったときは、自動車検

査証番号変更指示（要求）通知書を担当補給処長及び第５条第３項に掲げる者に送付

するものとする。 

３ 担当補給処長は、自動車検査証番号変更指示（要求）通知書を受領したときは、当

該変更事項を記録簿に記録した後当該通知書を使用部隊等の長に送付するものとす



る。 

４ 使用部隊等の長は、自動車検査証番号変更指示（要求）通知書を受領したときは、

第 18条第３項の規定による検査証の訂正が終わるまで検査証とともに保管するもの

とする。 

（自動車番号の廃止） 

第９条 補給統制本部長は、次の各号に掲げる場合は、各幕僚長等からの指示（要求）

に基づき自動車番号の廃止を行うものとする。 

(１) 自動車が処分（不用決定）された場合 

(２) 自動車を各自衛隊等以外に管理換する場合 

(３) その他特に必要がある場合 

２ 補給統制本部長は、自動車番号の廃止を行ったときは、自動車番号付与台帳から抹

消するとともに自動車番号廃止通知書（別紙第８）を担当補給処長及び第５条第３項

に掲げる者に送付するものとする。 

（陸上自衛隊の自動車の塗色） 

第 10条 陸上自衛隊の自動車（消防自動車並びに警務関係の部隊及び保安関係の部隊

の用に供する自動車を除く。）の車体の塗色はＯＤ色とする。ただし、特に必要があ

る場合は陸上幕僚長の許可を得て緊急自動車の塗色及びＯＤ色以外の塗色とするこ

とができる。なお、塗色の規格は防衛省標準色による。 

（標識） 

第 11条 訓令別表第２に掲げる標識は別紙第９のとおりとする。 

２ 訓令第７条の規定に基づく陸上自衛隊の部隊標識は別紙第 10のとおりとする。 

３ 前各項に規定する標識及び訓令第５条第１項ただし書の規定により、自動車番号を

直接車体に表示する場合の表示位置の基準は陸上自衛隊にあっては、別紙第 11―１

のとおりとし、海上自衛隊、航空自衛隊及び防衛装備庁にあっては、それぞれ海上幕

僚長、航空幕僚長及び防衛装備庁長官の定めるところによる。 

４ 危険物を運送する自動車の標識は、陸上自衛隊にあっては、別紙第 11―２のとお

りとし、海上自衛隊、航空自衛隊及び防衛装備庁にあっては、それぞれ海上幕僚長、

航空幕僚長及び防衛装備庁長官の定めるところによる。 

５ 使用部隊等の長は第１項、第２項及び前項に規定する標識以外の標識を使用しては

ならない。 

６ 使用部隊等の長は、出動又は訓練演習等（教育訓練、試験、儀式、広報、展示、そ

の他これに類するもの）のため必要があるときは、当該期間に限り部隊標識を表示し



ないことができる。 

７ 使用部隊等の長は、次の各号に該当する車両は第１項、第２項及び第４項に規定す

る標識を省略することができる。 

(１) 人員輸送車１号 

(２) 人員輸送車２号 

(３) 業務車１号（援護用） 

(４) 業務車２号（調査用） 

(５) 業務車３号 

(６) 業務車３号（警務用） 

(７) 業務車４号（調査用） 

８ 陸上総隊司令官は、特に保全上必要が認められる場合においては、第２項に規定す

る標識を変更又はその表示を省略することができる。 

（車台番号、原動機型式及び原動機番号の打刻） 

第 12条 訓令第９条の規定により車台番号及び原動機型式の打刻及び抹消は、担当補

給処長が行うものとする。 

２ 担当補給処長は、次の各号のいずれかに該当する場合には原動機番号の打刻を行う

ものとする。 

(１) 原動機番号の打刻を有しない場合 

(２) 原動機番号が識別困難になった場合 

３ 車台番号、原動機型式及び原動機番号の打刻の位置様式等は別紙第 12のとおりと

する。 

４ 担当補給処長は、第１項の規定により打刻を行ったときは、当該自動車の自動車検 

 

 

第３章 保安検査 

（保安検査の実施の担当） 

第 13条 訓令第 15条第３項に規定する保安検査（新規調達の自動車に係るものを除

く。）は担当補給処長が自動車保安検査票（別紙第 14）を使用して行うものとする。

この場合において、担当補給処長は当該保安検査を方面総監の定めるところにより野

整備部隊の長及び上位段階整備を行う使用部隊の長に委嘱することができる。 

２ 担当補給処長は、海上自衛隊、航空自衛隊及び防衛装備庁の使用する自動車の保安

検査をそれぞれ海上幕僚長、航空幕僚長及び防衛装備庁長官の指定する部隊等の長に
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査証及び （別紙第 13）に記録するものとする。 

 



委嘱することができる。この場合の手続要領は、別紙第 15に定めるところによる。 

（保安検査の検査官） 

第 14条 保安検査の検査官（以下「検査官」という。）は次の各号のいずれかに該当

する幹部自衛官若しくは准陸尉、准海尉、准空尉又は行政職俸給表(一)の職務の級２

級以上若しくはこれに対応する各俸給表の職務の級の事務官等並びに車両整備等に

関する上級特技を有する陸曹長、海曹長、空曹長、又は１等陸曹、１等海曹、１等空

曹のうちから、担当補給処長又は前条第２項の部隊等の長がそれぞれ命ずるものとす

る。 

(１) 自動車の検査業務に５年以上の経験を有する者 

(２) 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による高等学校を卒業した者で、自動車

検査業務に３年以上又は自動車の整備及び自動車の検査業務に通算５年以上の

経験を有する者 

(３) 学校教育法による大学において機械に関する学科を修めこれを卒業した者で

自動車の検査業務に１年以上又は自動車の整備及び自動車の検査業務に通算３

年以上の経験を有する者 

(４) 各自衛隊等の学校において車両整備に関する課程を修了し、かつ、自動車の整

備及び自動車の検査業務に通算３年以上の経験を有する者 

(５) 前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めら

れる者 

２ 検査官は、保安検査受検車両の整備作業の実務を兼務してはならない。 

（検査証の有効期限が満了する場合の保安検査） 

第 15条 検査官は、訓令第 15条第３項第２号に規定する保安検査をおおむね四半期に

１回の割合で行うものとする。ただし、第 13条により、保安検査を委嘱された部隊

等の長であって、保安検査のための整備を担任する部隊等の長にあっては、保安検査

のための整備の完成検査終了時に併せて行うことができる。 

２ 使用部隊等の長は毎四半期に有効期間が満了となる自動車及び有効期間の満了前

に繰り上げて受検を希望する自動車について自動車保安検査受検予定表（別紙第 16）

を作成し、当該四半期開始２か月前までに担当補給処長に送付するものとする。この

場合においては、使用部隊等の長が保安検査について、日時、検査の順序及びその他

検査の実施について調整するものとする。ただし、前項ただし書きによる保安検査を

行う場合は、この限りではない。 

（検査証の有効期間の更新） 



第16条 検査官は前条の保安検査の結果に基づき、当該自動車の検査証の

有効期間を更新するものとする。 

２ 訓令第15条第３項第３号に規定する陸上幕僚長の定めるものは、別に

定める。  

３ 検査官は、前項に規定する自動車の改造又はその装置の交換を実施した場合の保安

検査において、検査証の有効期間が満了となっているか又は有効期間内であるが前条

の保安検査の時期までに有効期間が満了となる場合は、保安検査を行い、当該保安検

査の結果に基づき有効期間を更新するものとする。 

（自動車保安検査票の送付） 

第 17条 保安検査の委嘱を受けた野整備部隊の長並びに海上自衛隊、航空自衛隊及び

防衛装備庁の部隊等の長は、保安検査の結果検査証の有効期間を更新したときは、記

録簿の整理のため保安検査票を担当補給処長に送付するものとする。 

（検査証記載事項の変更手続） 

第 18条 使用部隊等の長は、検査証記載事項に変更があった場合（第８条の規定によ

り自動車番号変更通知のあったものを除く。）は自動車検査証変更要求書（別紙第６）

を担当補給処長に送付するものとする。 

２ 担当補給処長は、前項の要求書により記録簿を訂正した後、自動車検査証番号変更

指示（要求）通知書（別紙第６）を使用部隊等の長に送付するものとする。 

３ 使用部隊等の長は、保安検査の際前項の規定により送付された自動車検査証変更通

知書及び第８条第３項の規定により送付された自動車番号変更通知書を検査官に提

示し、検査証の訂正を受けるものとする。 

（検査証の再交付及び返納） 

第 19条 使用部隊等の長は、訓令第 20条に規定する検査証の再交付を受けようとする

場合には、自動車検査証再発行要求書（別紙第 17）により担当補給処長に要求する

ものとする。ただし、検査証の有効期間又は使用部隊等名の記載欄がなくなったもの

については自動車保安検査受検予定表にその旨を付記し再交付を受けることができ

る。 

２ 訓令第 21条に規定する検査証の返納は、担当補給処長に対して行うものとする。 

（検査証発行台帳） 

第 20条 担当補給処長は、自動車検査証発行台帳（別紙第 18）を備え、検査証の発行

状況を記録するものとする。 

（保安検査の細部実施要領） 



第 20条の２ 補給統制本部長は、保安検査のせい一な実施を確保するために必要な細

部実施要領を作成し、担当補給処長に示すとともに、海上自衛隊、航空自衛隊及び防

衛装備庁の関係部隊等に送付するものとする。 

第４章 雑則 

（陸上自衛隊における臨時運行） 

第 21条 訓令第 26条に規定する臨時運行の許可は、使用部隊等の長が必要の都度行う

ものとする。 

２ 臨時運行番号標の保管及び授受は駐屯地司令の定めるところによるものとする。 

（自動車番号付与台帳の整理） 

第 22条 担当補給処長は、担当補給処を異にして管理換を受けた自動車及び所管の自

動車で車台番号を打刻したものについては、その旨を毎四半期補給統制本部長に通知

するものとする。 

２ 補給統制本部長は、前項の通知により自動車番号付与台帳に整理するものとする。 

（改造前の検査） 

第 23条 訓令第 22条に規定する検査は、陸上自衛隊にあっては担当補給処長が、海上

自衛隊、航空自衛隊及び防衛装備庁にあってはそれぞれ海上幕僚長、航空幕僚長及び

防衛装備庁長官の指定する部隊等の長が行うものとする。 

（陸上自衛隊における故障報告） 

第 24条 訓令第 25条第１項に規定する故障報告事項及びその他の不具合事項（設計上

若しくは材質上の欠陥と思われる故障又はそのおそれのある場合）の報告は、自動車

故障報告書（別紙第 19）により順序を経て 20日以内に陸上幕僚長に提出するものと

する。（装計定第 22号） 

（陸上自衛隊における登録用証明書の発行） 

第 25条 訓令第 28条に規定する登録用証明書の発行は、補給統制本部長が行うものと

する。 

（書類の保存期間等） 

第 26条 この達に定める簿票等の保存期間は、次のとおりとする。 

簿票等名 起算日 保存期間 

自動車番号付与台帳 廃車の翌年 ３年 

自動車記録簿 同上 ３年 

自動車保安検査票 保安検査実施の翌年 ２年 

附 則 



１ この達は、昭和 45年 10月１日から施行する。 

２ 自衛隊の自動車番号、標識及び保安検査等に関する達（陸上自衛隊達第 95―２号）

は廃止する。 

３ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙は、内容を修正して使用すること

ができる。 

附 則（昭和 50年１月 29日陸上自衛隊達第 95―３―１号） 

１ この達は、昭和 50年２月 20日から施行する。 

２ この達による改正後の別紙第 11の２に定める表示要領については、当該自動車の

次期保安検査受検の前日までなお従前の表示によることができる。 

附 則（昭和 51年１月 22日陸上自衛隊達第 95―３―２号） 

１ この達は、昭和 51年１月 22日から施行する。 

２ この達施行の際現に保有している旧様式の用紙は、内容を修正して使用することが

できる。 

附 則（昭和 53年１月 13日陸上自衛隊達第 122―108号） 

この達は、昭和 53年１月 30日から施行する。 

附 則（昭和 53年１月 13日陸上自衛隊達第 122―109号） 

この達は、昭和 53年１月 30日から施行する。 

附 則（昭和 53年１月 18日陸上自衛隊達第 73―１号）（抄） 

１ この達は、昭和 53年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 56年４月３日陸上自衛隊達第 122―117号） 

この達は、昭和 56年４月３日から施行する。 

附 則（昭和 57年４月 30日陸上自衛隊達第 122―119号） 

１ この達は、昭和 57年４月 30日から施行する。 

２ この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することが

できる。 

３ この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用する

ことができる。 

附 則（昭和 60年 12月 21日陸上自衛隊達第 122―124号） 

１ この達は、昭和 60年 12月 21日から施行する。 

２ この達施行の際、現に使用している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して

使用することができる。 

附 則（平成元年２月 10日陸上自衛隊達第 122―127号） 



１ この達は、平成元年２月 10日から施行し、同年１月８日から適用する。 

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することが

できる。 

附 則（平成７年２月 13日陸上自衛隊達第 95―３―３号） 

１ この達は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧規格、旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。 

３ この達による改正後の別紙第 11―１に定める標識等の表示要領については、当該

自動車の次期保安検査受検の前日までなお従前の表示によることができる。 

附 則（平成 10年３月 20日陸上自衛隊達第 95―３―４号） 

この達は、平成 10年３月 26日から施行する。 

附 則（平成 11年３月 25日陸上自衛隊達第 95―３―５号） 

この達は、平成 11年３月 29日から施行する。 

附 則（平成 11年９月 30日陸上自衛隊達第 95―３―６号） 

１  この達は、平成 11年 10月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧規格、旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。 

３ 現に使用中の自動車検査証は、次期保安検査時において修正するものとし、それま

での間は、内容を読み替えて使用することができる。 

附 則（平成 11年 12月 15日陸上自衛隊達第 95―３―７号） 

この達は、平成 12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 12年３月 27日陸上自衛隊達第 95―３―８号） 

この達は、平成 12年３月 28日から施行する。 

附 則（平成 18年３月 27日陸上自衛隊達第 95―３―９号） 

この達は、平成 18年３月 27日から施行する。ただし、第 14条第１項の改正規定は

同年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18年７月 26日陸上自衛隊達第 95―３―10号） 

この達は、平成 18年７月 31日から施行する。 

附 則（平成 19年１月９日陸上自衛隊達第 122―215号） 

この達は、平成 19年１月９日から施行する。 

附 則（平成 19年３月 15日陸上自衛隊達第 95―３―11号） 

この達は、平成 19年４月１日から施行する。 



附 則（平成 20年７月 23日陸上自衛隊達第 122―228号） 

この達は、平成 20年７月 23日から施行する。 

附 則（平成 21年２月３日陸上自衛隊達第 122―230号） 

この達は、平成 21年２月３日から施行する。 

附 則（平成 23年３月 29日陸上自衛隊達第 95―3―13号） 

この達は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23年４月１日陸上自衛隊達第 32―19号） 

この達は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年 10月 1日陸上自衛隊達第 95―3―14号） 

１ この達は、平成 27年 10月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して

使用することができる。 

   附 則（平成 31年３月４日陸上自衛隊達第 95―3―15号） 

１ この達は、平成 31年３月５日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して

使用することができる。 

   附 則（平成 31年４月 19日陸上自衛隊達第 122―302号） 

１ この達は、平成 31年５月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することが

できる。 

   附 則（令和元年６月 27日陸上自衛隊達第 122―303号） 

１ この達は、令和元年７月 1日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存する本改正前の様式による要旨は、当分の間、これを修

正した上使用することができる。 

   附 則（令和３年３月 30日陸上自衛隊達第 95―3―16号） 

１ この達は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正の前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この達による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この達の施行の際、現に保有する旧様式による用紙については、当分の間、これを

修正の上使用することができる。 
 

 



 別紙第１－１（第４条関係） 

   発 簡 番 号           

   補給統制本部長 殿            発簡年月日           

                        発 簡 者 名           

自動車番号付与指示（要求）書（１） 

    自衛隊等別  

品 名  

保安基準緩和事項及 

び 制 限 事 項 

 

型 式   

形 状   

諸 
 
 
 
 

元 

燃 料 の 種 類   

原 動 機 型 式   

原動機の定格出力 

（総排気量  ℓ ） 

 
車 台 番 号 

 

車 両 質 量  使用（受領）部隊等名  

乗 車 定 員  納 期  

最 大 積 載 量  適 用 除 外 指 定 月 日  

車 両 総 質 量  

備 考 

 

長 さ   

幅   

高 さ   

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ この様式は、自動車番号付与の対象が１両の場合に使用する。 

  ２ 供与車両の場合は、備考欄に米軍管理番号を記入する。 

  ３ 自衛隊等別欄は、陸上自衛隊にあっては物品管理区分を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第１－２（第４条関係）（２） 

発 簡 番 号           

   補給統制本部長 殿            発簡年月日           

                        発 簡 者 名          

自動車番号付与指示（要求）書（２） 

    
自衛隊等別  

品名、型式、 

形 状 
車台番号 

使用（受領） 

部 隊 等 名 
納 期 

適 用 除 外 

指 定 月 日 
備 考 

      

 

      

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ この様式は、同一諸元の車両が２両以上の場合に使用し、別紙第１－１に示す

諸元を記入した諸元表を添付する。 

  ２ 供与車両の場合は、備考欄に米軍管理番号を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別紙第２（第４条関係） 

自動車番号付与区分表 

１ ２けたの番号 

番 号 品 名 物品管理区分 

０１～０３ 小型トラック系 

車両及び誘導武器 

陸 

上 

自 

衛 

隊 

０４ 
他の番号の区分に属さない車両及び誘

導武器たる自動車 

０５～０８ 中型トラック系 

１１ オートバイ 

２０～３７ 大型トラック系 

３８ 特大型トラック系 

５０～５９ けん引車 

６０～６９及び

８８ 
被けん引車 

９０～９８ 
全装軌車（けん引車を除く。）及び半

装軌車 

７０～７７ 

８３～８５及び

８７ 

各 種 施設器材 

７８～７９ 各 種 通信電子器材 

８０ 各 種 需品器材 

８１ 各 種 化学器材 

８２ 各 種 衛生器材 

８６ 各 種 航空器材 

３９～４３ 各 種 海上自衛隊 

４４～４９ 各 種 航空自衛隊 

９９ 各 種 防衛装備庁 

２ ４けたの番号 

  ２けたの番号の区分ごとに付与する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第４（第５条関係） 

（表） 

自 動 車 記 録 簿 

年   月   日 番       号 

使 用 部 隊 等 名 
番号付与 

検 査 証 

作 成 

検 査 証 

返 納 
自 動 車 車 台 検 査 証 

       

       

       

       

有  効  期  間 検 印 
保 安 検 査 実 施 

部 隊 等 名 

変 更 

年 月 日 
変 更 事 項 

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

・ ・ ～ ・ ・     

寸法：日本産業規格Ａ５ 

（裏） 

自 動 車 番 号  自 衛 隊 別  

品名・型式・形状  

原 動 機 型 式  車両質量 

kg 

 

燃 料 の 種 類  最大積載量 ／ 

原動機の定格出力 

（総排気量 ｌ） 

  KW    min-1 

   ／（     ） 
車両総質量 ／ 

乗 車 定 員 ／    名 長 さ 

ｍ 

 

米 軍 管 理 番 号  幅  

適用除外指定年月日  高 さ  

保安基準緩和事項 

及 び 制 限 事 項 
 

備 考  

注：レッカ、航空機救難作業車、航空野外整備車、３1/２トントラック（作業装置付）及び戦車回収車

については、つり上げ荷重を最大積載量欄に、「つり上げ荷重（ｔ）」と記入する。 

 



（表） 

自   動   車   検   査   証 
発
行
者
名 

         

自 動 車 番 号  発 行 番 号  

車 台 番 号  

品名・型式・形状  

原 動 機 型 式  車 両 質 量 

kg 

 

原動機の定格出力 

（総排気量  ｌ） 

    KW    min-1 

     ／（     ） 

最大積載量 ／ 

車両総質量 ／ 

燃 料 の 種 類  長 さ 

ｍ 

 

乗 車 定 員  幅  

自 衛 隊 別  高 さ  

保安基準緩和事項 

及 び 制 限 事 項 
 

寸法：日本産業規格Ａ５ 

注：レッカ、航空機救難作業車、航空野外整備車、３1/２トントラック（作業装置付）及び戦車回収車

については、つり上げ荷重を最大積載量欄に、「つり上げ荷重（ｔ）」と記入する。 

（裏） 

 

使用部隊等名 有  効  期  間 保安検査実施部隊等名 検査官印 

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 ・  ・  ～ ・  ・    

 

 

㊞ 

別紙第５（第５条関係）



別紙第６（第６条関係） 

   発 簡 番 号           

           殿            発簡年月日   ・   ・   

                        発 簡 者 名          

 

自動車
検査証

番 号
変更指示（要求）通知書 

 

品 名 

自 動 車 番 号 
自動車検査証（記録簿） 

変更事項 
変更の理由 摘 要 

現 行 変更後 
記 載 

事 項 
変 更 前 変 更 後   

        

 上記のとおり変更したので通知する。 

      令和  年  月  日 

補 給 処 長 

階 級 氏 名     

□印  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

備考：１ 該当項目を○で囲むこと。 

   ２ 下欄は要求に基づき通知する場合に記入する。 

   ３ 使用部隊等の長が変更要求する場合は１両につき１葉とする。 

   ４ 諸元の変更を伴う改造による番号変更の場合は諸元表を添付する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第７（第７条関係） 

   発 簡 番 号           

           殿            発簡年月日   ・   ・   

                        発 簡 者 名          

自動車番号標再交付要求書 

駐 屯 地 名  使用部隊等名  

自 動 車 番 号  品 名  

要 求 枚 数 枚 車台番号  

再 交 付 を 受 

け る 理 由 

 

備  考  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第８（第９条関係） 

   発 簡 番 号           

           殿            発簡年月日   ・   ・   

                        発 簡 者 名          

 

自 動 車 番 号 廃 止 通 知 書 

一連番号 品 名 自動車番号 廃止の理由 

摘 要 

廃止の根

拠 

使用部隊

等 名 

担当補給

処 名 

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

寸法：日本産業規格Ａ４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第 10（第 11条関係） 
 部  隊  標  識 

１ 部隊等の略語 

 (1) 普通科連隊、大隊若しくは独立中隊等名、又は機関名の略号を表示するものとし、細部
は次の各号を基準として次表の例により陸上総隊司令官、方面総監又は防衛大臣直轄部隊
等の長が定める。 

  ア 部隊の称号に使用している場合のみ方面隊、師団又は旅団を表示する。 

  イ 団、群にあっては、それぞれ団、群の文字を付し、連隊、大隊、中隊にあっては、連、
大、中の文字は付さない。 

  ウ 編合部隊にあっては、上級の部隊は表示しない。 

  エ 分校、支処にあっては、本校、本処は表示しない。 

 (2) 前号の規定にかかわらず陸上総隊司令官、方面総監又は防衛大臣直轄部隊等の長は、編

制内の中隊等の標識を前号に規定した略号に続けて表示することができる。 

 

部隊等名 略  号  部隊等名 略   号 

中央業務支援隊  陸  幕 
 東北方面通信群本部及び

 本部付隊 
東北方通群－本  

北部方面総監部付隊 北方－付  東部方面後方支援隊本部 東方後支－本 

第１師団司令部付隊 １師－付  第１０１施設器材隊 101   器 

第１３旅団司令部付隊 13旅－付 
 陸上自衛隊教育訓練研究

本部 
教訓研本 

第２普通科連隊第３中隊 ２  普  陸上自衛隊補給統制本部 補   統 

第４特科連隊本部及び本部中隊 ４特－本  九州補給処 九   処 

第１後方支援連隊第１整備大隊 １後支－１整  関東補給処古河支処 古   処 

第７通信大隊本部及び本部管理中隊 ７  通  旭川駐屯地業務隊 旭   業 

第１特科団本部及び本部中隊 １特団－ 本  自衛隊東京地方協力本部 東 地 本 

 

２ 字体及び寸法等 

 (1) 字体 

   数字はアラビア数字直立ゴシック体とし、文字は丸ゴシック体とする。 

 (2) 寸 法 

   文字及び数字の大きさは７５ｍｍ平方、太さは１０ｍｍを基準とする。ただし、２行に
記載する場合、その他前記の大きさで表示することが適当でない場合は、次の寸法で記載
することができる。 

  ア ５０ｍｍ平方、太さ７ｍｍ 

  イ 縦５０ｍｍ×横４０ｍｍ、太さ５ｍｍ、半角数字（ハイフォンを含む。） 

 (3) 色 彩 

   白色とする。ただし、表示位置が白色又はこれに類似した色の場合は黒色とする。 

 

 

 

 

 

 

                  



別紙第 11－１（第 11条関係） 

 

 

標識等の表示位置の基準 

 

１ 陸上自衛隊の標識の表示位置 

 (1) バンパーのある自動車（業務車、人員輸送車及び救急車（民間型）を除く。）は、前部 

  バンパーの中央とし、中央に表示できない構造のバンパーは、向かって左側とする。ただ
し、被けん引車にあっては後部バンパーの中央とし、中央に記載できない場合は車体後面
中央の見やすい位置とする。 

 (2) バンパーのない自動車並びに業務車、人員輸送車及び救急車（民間型）は、車体の前面
（被けん引車にあっては後面）の中央の見やすい位置とし、これにより難い場合は、車体の 

  両側中央の見やすい位置とする。 

 

２ 部隊標識の表示位置 

 (1) バンパーのある自動車（業務車、人員輸送車及び救急車（民間型）を除く。）は、前部
及び後部バンパーに向かって右側とする。 

 (2) バンパーのない自動車並びに業務車、人員輸送車及び救急車（民間型）は、車体の前面
及び後面に前号に示す要領により表示し、前面又は後面に記入できない自動車にあっては、
両側面の見やすい位置とする。 

 

３ 自動車番号を直接車体に記入する場合の位置及び数字の字体等 

 (1) 自動車の前面及び後面の向かって左側の見やすい位置とし、前面及び後面に記入できな
い自動車にあっては、両側面の左側の見やすい位置とする。 

 (2) 数字の字体及び寸法は訓令別表第１（その１）を基準とし、色彩は標識と同色とする。 

 

４ 車体の形状等により陸上自衛隊の標識の右側（部隊標識）及び左側（自動車番号）に表示
できない場合は、陸上自衛隊の標識の下に表示する。 

 

５ 前各項の表示は、次の図例によるものとし、図例によりがたい自動車については、これら
に準じて表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

前部バンパー（３） 
   

－1整
 

 

    
－施

 

 

 

     

 

 
 

付 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

車台番号、原動機型式及び原動機番号の打刻 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第13（第12条関係） 

車 両 番 号

原動機型式番号
打刻記録簿 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

打 刻 年 月 日 自 動 車 番 号 
車 台 番 号 

原動機型式番号 
摘 要 

    

    



別紙第 14（第 13条関係） 

自    動    車    保    安    検    査    票 検査年月日 ・  ・ 検査官名 

（氏階級） 
 

自動車番号  品 名  型 式  検査証番号  

車 台 番 号  形 状  原動機型式  部 隊 等 名  

車 

枠 

・ 

車 

体 

等 

番号標（衰損、字体、変形）  

操 

縦 

装 

置 

ハンドル、レバー（取付、油漏れ）  
車 

 
 
 
 
 

室 

ガラス  

緩 
 

衝 
 

装 
 

置 

スプリング（折損、衰損）  

機 
 

器 
 

に 
 

よ 
 

る 
 

検 
 

査 

速
度
計 

測定速度 ㎞／h 

標識（形状、位置）  ハンドル、レバー（重さ、戻り具合）  扉（取付、ロック、損傷）  Ｕボルト、センタボルト、クリップ  誤差 ㎞／h 

亀裂、曲がり、ゆがみ  ブレーキペダル、レバー（踏代、遊び）  室内灯、計器灯  シャックル（取付）    

塗色、腐食  クラッチペダル、レバー（切れ、遊び）  座席、座席ベルト  ブラケット（取付）  横滑量 １軸 イン・アウト ㎜ 

巻込・突入防止装置（構造、位置等）  手動ブレーキ（引き代、ロック）  頭部後傾抑止装置  トルクロッド（取付）  ２軸 イン・アウト ㎜ 

積載装置（破損、掛金）  原動機（始動、調整）  消化器（取付、機能）  ショックアプソーバ（機能）  前 

照 

灯 
光
度 

左 cd 

安全バンド（取付、破損）  変速レバー（取付、作動）  非常信号用具  トーションバー（衰損）  右 cd 

  アクセル（作動）    サスペンションロック（機能）  光
軸 

左 ㎜ 

電
燃
装
置 

燃料タンク、配管（取付、漏れ）  

保 

安 

装 

置 

方向指示器（点滅、機能）  

か 

じ 

取 

装 

置 

ギヤボックス（取付、油漏れ）  イコライザバー（機能）  右 ㎜ 

ポンプ、気化器（機能）  窓ふき器（作動）  センタシャフト（がた）  トラニオンシャフト（がた）  警音器音量 デシベル 

配線、蓄電池（被覆、端子）  後写鏡（取付、曇り、損傷）  ドラックリンク（締付、割ビン）    サイレン デシベル 

  前部確認鏡（取付、曇り、損傷）  ロッド、アーム類（緩み）  

そ 
 
 

の 
 
 

他 

二輪自動車補助席（足掛）  近 接 排 気 音 騒 音 デシベル 

排
気
装
置 

開口方向、固定  警音器（取付、音量）  ナックル連結部（摩耗）  かじ取ホーク（取付、損傷）  定常走行騒音 デシベル 

排気程度、騒音  警告装置（油圧、空気圧）  キングピン（摩耗）  タンク車（表示、構造）   一酸化炭素  ％ 

破損、ガス漏れ、他の接触  速度表示灯（作動、誤差）  かじ取車輪（左右の回転角度、接触）  緊急自動車（警光灯、指定書）  排出ガス 黒煙     ％ 

    ホイールアライメント  道路維持作業用自動車（黄色点滅灯）   

 

 

光吸収係数 ｍ－１ 

 

 

 

 

  

 

 

      作業装置（取付、機能）   炭化水素  ppm 

連 

結 

装 

置 

ピントルフック（損傷、割ピン）  
計 

 

器 

速
度
計 

運 

行 

記
録
計 

回
転
計 

油
圧
計 

水
温
計 

燃
料
計 

電
流
計 

空 

気 

圧
力
計 

ア 

ワ 

メ
ー
タ 

 
  各部の給油脂  

制 

動 

力 

制動初速

度 

㎞／h 

ドローバ、ルーネット（損傷）  

制 

動 

装 

置 

エア、オイル漏れ  定期交換部品  停止距離 ｍ 

チェーン、フック（損傷）  ホース、パイプ（取付、損傷）    手  動 ㎏ 

カプラベース（損傷、給油）            マスタシリンダ（機能）    前

輪 

左 ㎏ 

けん引棒、ビン            倍力装置（機能）    右 ㎏ 

ビン抜け止め  

走 
 

行 
 

装 
 

置 

ホイールベアリング（がた）  ホイールシリンダ（機能）    中

間 

左 ㎏ 

けん引鈎  クリップボルト、ハプボルト（緩み）  エアブレーキ（機能）    右 ㎏ 

  タイヤ（摩耗、損耗、圧、漏れ）  ロッド、ケーブル（損傷）    後

輪 

左 ㎏ 

灯 
 
 
 
 

火 
 
 
 
 

類 

区
分 

取
付 

点
灯 

光
軸 

光
度 

灯
火 

リム、サイドリング（損傷）  センタブレーキ（機能）    右 ㎏ 

車軸（取付、油漏れ）  電気ブレーキ（機能）     

前 照 灯      起動輪（摩耗）  ＡＢＳ装置（機能）     

前 部 霧 灯      誘導輪（摩耗、亀裂）  マキシブレーキ（機能）     

側 方 照 射 灯      上部転輪（取付、摩耗、油漏れ）  エアーゼンシ（機能）     

車 幅 灯      下部転輪（取付、摩耗、油漏れ）  ディスク、キャリパー（機能）  

備 
 
 
 
 

考 

 

番 号 灯      ローラ転輪（取付）    

尾 灯      履帯（張り、摩耗）  

動 

力 

伝 

達 

装 
置 

クラッチ（作動、滑り）  

駐 車 灯        推進軸（アライメント）  

制 動 灯        自在継手（摩耗、給脂）  

後 退 灯        デフ、ミッション（異音、油漏れ）  

非 常 灯          

管 制 灯          

側 方 灯          走 行 ㎞、h（累計） 判   定 有 効 期 間 

作 業 灯           合格 不合格 再検 ・  ・  から 

反射器（形状、大きさ、色）      ・  ・  から 

 

 

 

 



別紙第 15（第 13条関係） 

保 安 検 査 委 嘱 手 続 要 領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海上幕僚監部及び航

空幕僚監部担当部長 

陸上幕僚監部装備計

画部長 
担当補給処長 

海上自衛隊及び航空自

衛隊の指定部隊等の長 
説 明 

 

 

手続要領 

  

  ①通知 

 

①通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

通知 

 

 

 

 

② 

 

通知 

１ 海上幕僚長及び航空幕僚

長の保安検査受諾部隊等の

指定に基づき海上幕僚監部

装備計画部長、航空幕僚監部

装備計画部長は、次の各号に

示す内容を記載した指定通

知を担当補給処長に、「写」

を陸上幕僚監部装備計画部

長に送付する。 

 

  指定通知に記載する内容 

（１）保安検査受託部隊等名 

（２）保安検査の区分 

（３）保安検査受検部隊等名 

 

２ 担当補給処長は、前項の指

定通知に基づき保安検査の

委嘱を指定部隊等の長に通

知する。 

 

３ 指定部隊等の長は、前項の

委嘱により任命した検査官

の官職氏名を担当補給処長

に通知する。 

 

 

（写） 

部隊等の

指定の通

知 

保安検査

の委嘱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査官の

任命 

 

 

 



別紙第 16（第 15条関係） 

   発 簡 番 号           

           殿            発簡年月日   ・   ・   

                        発 簡 者 名          

 
 

自 動 車 保 安 検 査 受 検 予 定 表                

（令和 年度 第四半期分） 

検査希望年月日 ・   ・ 部隊等名 （  駐屯地） 

連 番 品    名 自動車番号 車台番号 有 効 期 限 摘  要 

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

    ・ ・ まで  

備 考  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第 17（第 19条関係） 

   発 簡 番 号           

           殿            発簡年月日   ・   ・   

                        発 簡 者 名          

 

自 動 車 検 査 証 再 発 行 要 求 書 

 

自 動 車 番 号 車 台 番 号 理          由 

   

   

   

   

   

備 

考 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第 18（第 20条関係） 

自 動 車 検 査 証 発 行 台 帳 

検 査 証 の 

発 行 番 号 

発 行

返 納
年 月 日 自動車番号 使用部隊等名 摘 要 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 
 

   
 

    ページ 

寸法：日本産業規格Ｂ４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第 19（第 24条関係） 

   陸上幕僚長 殿 

 

   発 簡 番 号           

                        発簡年月日   ・   ・   

                        発 簡 者 名          

 

自 動 車 故 障 報 告 書 

（装計定第 22号） 

品 名  
自動車番号  有効

期間 

・ ・ か ら 

・ ・ ま で 

使用開始後

の走行 km 
km 車 台 番 号  

故障部位の部品等名及 

び 物 品 番 号 
 

部品等取付

から故障発

生までの走

行   km km 

部品等の破損及び脱落 

等 の 状 況 

 

(
図面、写真又は現

品を添付   ) 

 

該当部品の修理

所又は製造所 

住所  最 近 高 段 階 

整 備 実 績 

年 月 日 ・ ・ 

名称  部 隊 等 名  

そ の 他 

参 考 事 項 
 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

 


